
             神戸市一時保育事業事務処理要領                   

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、神戸市一時保育事業実施要綱（以下「要綱」という）に基づき、一時

保育事業（以下「事業」という。）を円滑かつ適切に実施するため、その事務処理に関し

必要な事項を定める。 

   

（対象児童と利用期間） 

第２条 対象児童の要件及び利用期間については、型ごとに次のとおり定める。 

（１） 非定型保育 

ア．理由 保護者が以下の理由で、断続的に家庭保育が困難であること。 

・就労 

・就労等に必要な技能を習得することを目的とする、職業訓練校（学校教育法に定 

める学校を含む）への通学 

イ．利用可能な期間 

原則として平均週３日を限度とする。 

（２） 緊急保育 

ア．理由 保護者が以下の理由で、緊急かつ一時的に家庭保育が困難であること。 

・負傷、急病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭、学校行事、出張等社会 

的にやむを得ない事由 

イ．利用可能な期間 

原則として14日間を限度とする。ただし、期間満了時においても保育が必要な状 

況が継続している場合は、14日以内で期間の延長を行うことができる。 

（３） リフレッシュ保育 

ア．理由  

・保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため 

・児童を体験的に入所させる場合 

イ．期間 

原則として１か月７日間を限度とする。ただし、真にやむを得ない場合は、７日 

以内で期間の延長を行うことができる。 

 

（一時保育申請書の交付等） 

第３条 施設長等は、事業の利用を希望する保護者から相談を受けたときは、理由等を聴取

し、必要と認める場合は「一時保育申請書兼登録台帳」（様式第１号、以下「申請書」と

いう。）、「健康審査票」（様式第２号）を交付し、申請書の提出を求めるものとする。 

２ 施設長等は適切な事業運営のため、保護者に対し母子手帳の提示を求め、その写を整理

保管するものとする。 

３ 施設長等は保護者に対し、事業ごとに下記の事実を証する書類の提示を求め、必要と認

めるときは写しの提出を求めるものとする。ただし、円滑な事業運営を図るため必要最小

限の書類にとどめるものとする。 



    ア．非定型保育 

      雇用証明書、就学証明書または学生証等 

    イ．緊急保育 

      診断書、母子手帳、出産証明書、冠婚葬祭の案内通知、学校行事の案内通知等 

    ウ．リフレッシュ保育 

      特に提出・提示資料は必要ないが、緊急保育とリフレッシュ保育とを区別する

にあたっては、上記イ．に掲げる証明書類が提示・提出されれば緊急保育サー

ビス事業とし、それ以外はリフレッシュ保育サービス事業と判断することがで

きる。 

４ 施設長等は、幼児教育・保育の無償化対象の確認のため、保護者に支給認定通知書の提示 

を求め、必要と認めるときは写しの提出を求めるものとする。認定を持たない幼児教育・保 

育の無償化の対象者に対しては申請案内を行う。 

 

（登録及び利用承認等） 

第４条 保護者から申請書等の提出があったときは、保育園長は内容を審査し、事業の 

利用を承認するか否かを保護者に通知しなければならない。 

２ 事業の利用を承認した場合は、施設長等は添付書類とともに登録台帳を整備するととも

に、保護者に対し「一時保育利用承認通知書」（様式第３号）を交付する。 

３ 施設長等は事業の利用を開始した児童について、事業別に「一時保育利用者台帳」（様 

式第４号）に必要事項を記載し、対象児童、利用理由、通園日及び通園期間等事業の実施

状況が明らかになるよう整理保管するものとする。 

４ 緊急保育及びリフレッシュ保育については、迅速な事務処理に配意するものとし、申請

手続等は事後でも差し支えないものとする。 

 

（対象児童の処遇） 

第５条 対象児童の保育については、事業の担当保育士以外の保育士の協力を得て、入所児

童との合同保育を行う等、弾力的に実施してさしつかえないものとする。この場合にあっ

ては、施設長等は、入所児童を含む児童の処遇の公平性及び安全管理に十分配慮するもの

とし、保育に関する帳票等は入所児童に準じて整備するものとする。 

２ 施設長等は、申請時に、保護者に対し「健康審査票」の提出を求め、対象児童の健康状 

態を確認するものとする。 

３ 非定型的保育の対象児童にかかる入所後の健康診断については、入所児童と併せて行う。

ただし、全員一斉に実施することが困難な場合は、施設長等は、必要に応じ保護者に対し

て診断書の提出を求めることができる。 

  

（利用料の徴収） 

第６条 施設長等は、保護者から利用料を徴収する。 

２ 非定型保育及び緊急保育の利用者で、生活保護法による被保護世帯については、「適用

証明書」によって確認できる場合に限り、利用料の徴収を行わないものとする。 

３ 施設長等は、利用料を徴収した際に、保護者あてに領収書を交付する。 



なお、幼児教育・保育の無償化の対象者には、利用料や給食費等の内訳を記した領収書及び提

供証明書を交付する。 

４ 施設長等は、適正に徴収事務を行うため、徴収金台帳を作成のうえ、対象者名、徴収日、

徴収金額等を記載し整理保管しなければならない。 

５ 徴収した利用料は、利用料収入として処理するものとする。 

    

 

附  則 

この要領は、平成３年11月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

附  則 

第１条 この要領は、平成１８年９月１日から施行する。 

第２条 平成18年度当初に、指定を受けて事業を実施している保育園については、平成18年  

  度に限り、従来の要領による。 

附  則 

この要領は、令和元年10月１日から施行する。 

附  則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附  則 

 この要領は、令和４年９月５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 



（様式第１号） 

 

一時保育申請書兼登録台帳 

 

                                      年  月  日 

 施 設 長  様 

                           住 所                    

 

                           氏 名                    

                              自宅電話（    －       ） 

 

  一時保育について、次のとおり申請します。 
 

  区分       氏    名  続柄  性 別    生年月日          職業・学校等 

  児童   本人  男・女    ・  ・  

 
  世 
 
 
  帯 
 
 
  員 

   父   男   

   母   女   

     

     

     

 希望する保育種別   非定型保育     緊急保育   リフレッシュ保育 

 開始希望日       年  月  日       年  月  日       年  月  日 

 利用希望日   月・火・水・木・金・土   月・火・水・木・金・土   月・火・水・木・金・土 

  希望する保育時間   時  分～  時  分   時  分～  時  分   時  分～  時  分 

 申請理由   就労・職業訓練・就学 
 
  その他 

  傷病・災害・事故・出産 
 
  看護・冠婚葬祭・その他 

  私的・体験・その他 

 申請理由を具体的に記入してください。 

  緊急連絡先 
 
 及びお迎えに 
 
  来られる方 

  父                                  （電話       －              ） 

  母                                 （電話       －              ） 

                                 （電話       －              ） 
 

 

 



（様式第２号） 

 

              健 康 審 査 票     
 

  ふりがな 

  児童名 

 

  男 

  女 

    

     年  月  日生 

 

 

  か 今 

  か ま 

  っ で 

  た に 

  病 

  気 

  １ はしか  ２ 百日ぜき ３ 水ぼうそう ４ おたふくかぜ 

  ５ 風疹   ６ 肺炎   ７ 中耳炎   ８ ヘルニア 

  ９ ぜんそく 10 自家中毒 11 先天性股関節脱臼 

  12 川崎病  13 腎臓病  14 骨折    15 心臓病 

  16 肝臓病（急性肺炎、Ｂ型肝炎、その他） 

   健 

 

   康 

 

   状 

 

   態 

  １ 風邪をひきやすい ２ 下痢をしやすい ３ 便秘をしやすい 

  ４ よく吐く ５ かぶれやすい ６ 肘が抜けやすい 

  ７ アレルギー（                     ） 

  ８ けいれん（ひきつけ） なし・あり（熱のある時、ない時） 

    回数       回 

    薬服用  あり・なし 

  ９ 平熱（      度） 

   食事   １ 普通食  ２ 母乳  ３ 人工乳（    CC、   回） 

  治療管理中の病気及び医療機関 

  心身発育面、その他お気付きのことがあればご記入ください。 

  かかりつけの医療機関 

    上記のとおり相違ありません 

           年  月  日 

               保護者氏名                  

 



（様式第３号） 

 

一時保育利用承認通知書 

 

 

                                                                          年  月  日 

 

 

（住所）                

 

（氏名）               様 

 

 

                                                  保育所名                    

 

                                                  施設長名                    

 

 

  申請のありました一時保育の利用につきまして、下記のとおり承認いたしましたので通知いたします。 

 

 
 

  児童氏名  

  保育種別   非定型保育   緊急保育   リフレッシュ保育 

  開始承認日      年 月 日から      年 月 日から      年 月 日から 

  利用承認日   月・火・水・木・金・土   月・火・水・木・金・土   月・火・水・木・金・土 

  保育時間   時  分～ 時  分   時  分～ 時  分   時  分～ 時  分 

  承認理由   就労・職業訓練・就学 

  その他 

  傷病・災害・事故 

  看護・冠婚葬祭・その他 

   私的・体験・その他 

  承認期間        年  月  日まで       年  月  日まで 

 



（様式第４－１号） 

 

一時保育利用者台帳 

（非定型保育） 
 

  児 童 名  年齢  理由   利 用 日   保育時間    期  間  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ＊利用の理由：１就労 ２職業訓練 ３就学 ４その他 

 



（様式第４－２号） 

 

一時保育利用者台帳 

（緊 急 保 育） 
 

  児 童 名  年齢  理由   利 用 日   保育時間    期  間  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ＊利用の理由：１傷病 ２災害 ３事故 ４出産 ５ 看護 ６冠婚葬祭 ７その他 



（様式第４－３号） 

 

一時保育利用者台帳 

（リフレッシュ保育） 
 

  児 童 名  年齢  理由   利 用 日   保育時間    期  間  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 ＊利用の理由：１私的 ２体験 ３その他 

 


